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（訂正）「募集新株予約権（有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション） 

           の発行に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2024年12月19日に公表いたしました「募集新株予約権（有償ストック・オプション及び税制適格

ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」の記載内容について、一部訂正すべき事項があ

りましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

 

１．訂正の理由 

2024年12月19日に公表いたしました「募集新株予約権（有償ストック・オプション及び税制適格 

ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」の記載の一部に誤りがあったことが開示後に判 

明したため訂正させていただきます。 

 

２．訂正箇所（訂正箇所に下線＿を付しております。） 

 

（訂正前） 

１頁 

Ⅰ.新株予約権を発行する目的及び理由 

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対して、より一層意欲及び士気を高めることを目的

として、当社取締役に対して有償ストック・オプション（以下、「第１回新株予約権」といいます。）

を、当社従業員及び当社子会社の役職員に対して無償にて税制適格ストック・オプション（以下、「第

２回新株予約権」といいます。）を発行するものであります。 

なお、第１回新株予約権及び第２回新株予約権（これらを総称して「本件新株予約権」といいます。）

がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、現在の発行済株式総数の約8.01％に相当し

ます。このような希薄化率も踏まえても、この機会にて本新株予約権を割り当てることが、新株予約権

の対象者の貢献が当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しており、本新株予約権の発行

は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであることから、株式の希薄化への影響は合理的な

ものであると考えております。 

 



５頁 

第２回新株予約権発行要項  

１．新株予約権の数 

12,200個 

ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合

等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株

予約権の総数とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる 

株式の総数は、当社普通株式1,220,000株とし、下記３．（１）の定めにより新株予約権にかか

る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。 

 

８頁 

10．新株予約権の割当てを受ける者及び数 

当社従業員６名                   5,400個 

当社子会社取締役１名              500個 

当社子会社従業員17名                5,000個 

当社子会社アルバイト(有期雇用契約)13名    1,300個 

 

 

（訂正後） 

１頁 

Ⅰ.新株予約権を発行する目的及び理由 

中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対して、より一層意欲及び士気を高めることを目的 

として、当社取締役に対して有償ストック・オプション（以下、「第１回新株予約権」といいます。） 

を、当社従業員及び当社子会社の役職員に対して無償にて税制適格ストック・オプション（以下、「第 

２回新株予約権」といいます。）を発行するものであります。 

なお、第１回新株予約権及び第２回新株予約権（これらを総称して「本件新株予約権」といいます。） 

がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、現在の発行済株式総数の約8.16％に相当し 

ます。このような希薄化率も踏まえても、この機会にて本新株予約権を割り当てることが、新株予約権 

の対象者の貢献が当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しており、本新株予約権の発行 

は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであることから、株式の希薄化への影響は合理的な 

ものであると考えております。 

 

５頁 

第２回新株予約権発行要項  

１．新株予約権の数 

12,600個 

ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合



等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株

予約権の総数とする。なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる 

株式の総数は、当社普通株式1,260,000株とし、下記３．（１）の定めにより新株予約権にかか

る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。 

 

８頁 

10．新株予約権の割当てを受ける者及び数 

当社従業員７名                   5,600個 

当社子会社取締役１名              500個 

当社子会社従業員18名                5,200個 

当社子会社アルバイト(有期雇用契約)13名    1,300個 

 

 

以   上 

 


